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Ⅸ 学内実習（みなし実習）について 

１．コロナ禍における学内実習実施の背景 

2020 年 3 月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が問題となり、保育士養成校では卒業式・

入学式の中止や対面授業から遠隔授業の切り替えのための準備など対応に追われた。4 月 7 日には

政府による緊急事態宣言が発出され，全国的に様々な活動の自粛や行動制限が求められた。 
コロナ禍における養成校の対応については 2020 年 3 月 2 日厚生労働省子ども家庭局保育課より

「新型コロナウイルス感染症に伴う指定保育士養成施設の対応について」が示された。コロナ禍で

教育と学習の保障に取り組む養成校が直面した大きな問題は,実習先確保とその実施であった。保育

実習は保育士資格取得に必要な必修科目である。しかし、実習先,特に保育実習Ⅰの中で保育所を除

く社会福祉施設で行う実習（以下、施設実習）の実習先施設からの中止・延期の申し出が相次ぎ、

学生の実習先確保の困難、実習時期の変更などを余儀なくされた。 
その後 6 月 15 日に厚労省より新たにコロナ禍における養成校の対応について「新型コロナウイ

ルス感染症の影響により実習施設の受け入れの中止等により、実習施設の確保が困難である場合に

は、年度をまたいで実習を行って差し支えないこと。なお、これらの方法によってもなお実習施設

の代替が困難である場合、実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、

必要な知識及び技能を修得することとして差し支えないこと」が示された。これにより厚労省から

の実習代替が困難である場合の演習又は学内実習（以下、みなし実習）の実施が可能と示された。 
しかし、演習及び学内実習の具体的方法については養成校で検討しなければならず、みなし実習

を学生にどのようにして行わせるのか、保育実習の教授内容、教授方法について、早急に検討する

必要性が生じていた。 
新型コロナウイルス感染症は、2022 年 4 月現在も収束する兆しが見えていない。したがって今

後も同等の対応が続くと思われる。2020 年～2021 年はどの養成校も手探り状態でみなし実習を行

った。この経験に基づいて、実施校や実施者、体験者等からの報告を集約し、課題、疑問、感想等

を整理していくことで、今回提案したみなし実習案について改善し、コロナ禍を含む様々な事情で

実習実施が難しい状況であっても学びを止めない養成校を実現するための共有財産となるよう研

磨していきたいと考える。 
 
 

２．学内実習の検討過程とポイント 

「保育実習Ⅰ（施設）学内実習（代替案）」を検討するにあたって、以下の内容を基本に置きつつ、

検討をおこなった。 
 
（１）教授内容に即したテーマと内容 

厚労省告示の教授内容に即してテーマを決め、実際の実習に即した内容を検討する。教授内容は

「目標」と「実習内容」で構成されており、「目標」を達成するための「実習内容」が具体的に記

載してある。本来の実習はこの「実習の内容」が複合的に展開されているため、みなし実習案を作

成するにあたっては、教科目教授内容を組み合わせて、実際の実習内容に合ったテーマと内容を検
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討した。 
 

（２）教材等の提示について 
教授方法については担当教員が学生に提示しやすい教材等を具体的に示す。実際の実習では、対象者

(子ども・利用者)との出会いを軸に、直接的なかかわり、その振り返りなどを通して学びが展開される。

この対象者との出会いがみなし実習では得られないため、できるだけ学生にとって本来の実習に近い学

修成果が得られるように、具体的な映像教材やゲストスピーカーの活用例、模擬保育の方法例などを示

せるよう検討した。 
 
 

３．実践上の留意点 

みなし実習の位置づけとしては、本来の実習を諸事情により行えなかった部分を補う方法である。例

えば、実習先の事情や要望等により実習日数が 5 日間になった場合、その不足分をみなし実習で補うこ

とになるが、実際の実習内容は複合的に展開されており、同じ 5 日間の実習期間であっても、実習で学

習した内容にはばらつきがある。このため、みなし実習を行う際は、教科目教授内容のどの部分を補い

実施すればよいのかが問題になると思われる。 
今回作成した「保育実習Ⅰ（施設）学内実習（代替案）」を使用してみなし実習を実践する際は、全

ての内容をひとまとまりのパッケージとして実習の代替手段として扱うのではなく、実習実施における

限界を補う方法となることを想定している。学生の実習における学修状況を把握した上で、不足してい

る点や実習で学ぶことが難しかったことについて、実習のテーマ及び内容を組み合わせてみなし実習を

展開し、各地域および養成校、それぞれの実習生の状況に応じた柔軟かつ部分的な使用を期待するとこ

ろである。また、教授時間数については、その成果状況に合わせて柔軟に変更可能に使用できることを

意図して作成している。 
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